
駒ヶ根市障がい者センター 高砂園
た か さ ご え ん

 

高砂園は、障がい者の福祉増進、生きがいづくりの場から社会参加へつながるなどを目

的として昭和５７年にできた施設です。現在は子どもから高齢者に関する団体の利用もあ

り、世代を超えた交流や共生社会実現のための広がりができる場にもなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

駒ヶ根市障がい者センター高砂園（指定管理者：駒ヶ根市社会福祉協議会） 

 〒399-4105 駒ヶ根市赤須東２－１２   TEL/FAX 0265-82-2012  

メールアドレス km.takasagoen@outlook.jp 

 

【貸館】 

障がい者に関する当事者団体や家族会、ボランティア団体が優先的に利

用できます。その他に、子ども関係団体や高齢者団体も利用できます。 

〇利用方法〇 

・利用申込書の提出が必要です 

・空き状況を確認し予約をしてください。（年間登録団体が優先） 

・年間登録団体は年に数回連絡会議等があります。 

〇利用料金〇 （令和７年度時点） 

会場利用料 1 回 500 円（ただし、障がい者団体等

は減免になる場合があります） 

冷暖房費 1 時間 100 円 

 

 【地域活動支援センター】 

地域活動支援センターは、障害者総合支援法にもとづき、障害のあ

る人を対象として創作的活動・生産活動・社会との交流促進などの機

会を提供する支援機関です。 

 

つなぐ ➡相談窓口 …必要に応じて専門職員へおつなぎします。 

体験する ➡創作的活動の実施、生産活動（就労体験） 

〈現在事業調整中〉 

 

〇利用時に市の利用申請書の提出が必要になります。 

【自主事業】 

〇子ども服リユース事業 

障がい者施設を幅広い世代に知っていただくために、年６回

程度開催しています。日程等は駒ヶ根市社会福祉協議会ホーム

ページ、または駒ヶ根市 LINE 情報にてご確認ください。 
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